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次

規

則

○
山
梨
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則	

一

○
山
梨
県
世
界
遺
産
富
士
山
の
保
全
に
係
る
景
観
配
慮
の
手
続
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　

の
一
部
を
改
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す
る
規
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二
九

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
三
十
七
号

山
梨
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
条
例

（
令
和
三
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
規
制
区
域
）

第
二
条
　
条
例
第
七
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。

　

一　

現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
工
事
に
着
手
さ
れ
て
い
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
事
業
区
域
で

あ
っ
て
、
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
時
に
お
い
て
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
の
区
域
で
あ
っ
た

区
域

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
森
林
法
第
五
条
第
一
項
の
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
民
有
林
の
区
域
で
あ
っ
た
区
域
の
う
ち
、
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
見
地
か
ら
知
事
が
定
め
る

区
域

（
設
置
許
可
申
請
書
）

第
三
条
　
条
例
第
八
条
の
申
請
書
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
環
境
及
び
景
観
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
方
法
）

第
四
条
　
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
評
価
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

申
請
に
係
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
が
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
に
該
当
す
る
場
合　

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
影
響

評
価

二　

申
請
に
係
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
が
山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
山
梨
県
条

例
第
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
に
該
当
す
る
場
合　

同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
環
境
影
響
評
価

三　

前
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合　

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
環
境
影
響
評
価
の
方
法
を
基
準
と
し
て
知
事
が
定
め
る
方
法

（
地
域
住
民
等
へ
の
説
明
会
等
）

第
五
条
　
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
説
明
会

に
参
加
す
る
者
の
参
集
の
便
を
考
慮
し
て
開
催
の
日
時
及
び
場
所
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2　

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一　

事
業
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
地
縁
に
よ
る
団
体
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
縁
に
よ
る
団
体
を
い

う
。
）
の
区
域
に
居
住
す
る
者

二　

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
太
陽
光
発
電
事
業
の
実
施
に
よ
り
自
然
環
境
、
生
活
環
境
又
は
景

観
そ
の
他
の
地
域
環
境
に
著
し
い
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
者

3　

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
標
識
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一　

事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

名
二　

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
場
所
及
び
事
業
区
域
の
面
積

三　

太
陽
光
発
電
施
設
の
出
力
及
び
太
陽
電
池
の
合
計
出
力

四　

太
陽
光
発
電
事
業
の
実
施
予
定
期
間

4　

前
項
の
標
識
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
説
明
会
の
開
催
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
設
置
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
設
置
規
制
区
域
の
変
更
に
伴
う
届
出
書
）

第
六
条
　
条
例
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
変
更
許
可
申
請
書
等
）

第
七
条
　
条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
許
可
の
申
請
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
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二

三　

保
守
点
検
の
内
容

四　

太
陽
光
発
電
施
設
等
の
周
辺
に
お
い
て
土
砂
災
害
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
予
定

し
て
い
る
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
体
制

五　

土
砂
災
害
等
に
よ
り
太
陽
光
発
電
施
設
の
損
壊
が
発
生
し
、
又
は
周
辺
地
域
の
環
境
の
保
全
上

の
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
予
定
し
て
い
る
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
体
制

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

2　

事
業
者
は
、
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
維
持
管
理
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ

の
実
施
状
況
の
記
録
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
記
録
を
作
成
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
、
当
該

記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
維
持
管
理
計
画
の
公
表
は
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
運
転
を

開
始
す
る
日
ま
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4　

条
例
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
維
持
管
理
計
画
の
提
出
は
、
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る

申
請
書
の
提
出
に
併
せ
て
、
第
九
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5　

前
項
の
規
定
に
よ
り
維
持
管
理
計
画
を
提
出
し
た
者
が
当
該
維
持
管
理
計
画
を
変
更
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
変
更
後
の
維
持
管
理
計
画
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6　

条
例
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
維
持
管
理
の
結
果
の
提
出
は
、
維
持
管
理
を
行
っ
た
年
度

（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
の
翌
年
度
の
五
月
末
日
ま
で
に
、
第
十
号

様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7　

条
例
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
事
故
又
は
土
砂
災
害
等
が
発
生
し
た
日
か
ら
起

算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
第
十
一
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
位
の
承
継
の
届
出
書
等
）

第
十
三
条
　
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
十
二
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2　

条
例
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
十
三
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

3　

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
維
持
管
理
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
維
持
管
理
計
画
を
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4　

前
項
の
規
定
に
よ
り
維
持
管
理
計
画
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
維
持
管
理
計
画
を
変
更
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
変
更
後
の
維
持
管
理
計
画
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
届
）

第
十
四
条
　
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
十
四
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

条
例
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次

に
掲
げ
る
変
更
と
す
る
。

一　

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

二　

設
置
許
可
に
係
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
行
う
変
更

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
環
境
の
保
全
上
又
は
災
害
の
発
生
の
防
止
上
著
し
い
影
響
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
変
更

3　

条
例
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
設
置
届
出
書
）

第
八
条
　
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
届
出
書
は
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
変
更
届
出
書
）

第
九
条
　
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
六
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
設
置
工
事
の
届
出
書
）

第
十
条
　
条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
に
着
手
し
た
旨
の
届
出
は
第
七
号
様
式
に
よ
り
、
同
条

の
規
定
に
よ
る
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
届
出
は
第
八
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
記
載
事
項
等
）

第
十
一
条
　
条
例
第
十
七
条
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一　

事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

名
二　

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号
（
条
例
第
七
条
の
許
可
を
受
け
た
太
陽
光
発
電
施
設
に
限
る
。
）

三　

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
場
所
及
び
事
業
区
域
の
面
積

四　

太
陽
光
発
電
施
設
の
出
力
及
び
太
陽
電
池
の
合
計
出
力

五　

太
陽
光
発
電
事
業
の
実
施
予
定
期
間

六　

太
陽
光
発
電
施
設
等
の
維
持
管
理
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

2　

事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
標
識
の
書
換
え
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
維
持
管
理
計
画
等
）

第
十
二
条
　
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
太
陽
光
発
電
施
設
等
の
維
持
管
理
を
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下

「
維
持
管
理
計
画
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

維
持
管
理
の
基
本
的
事
項

二　

維
持
管
理
の
実
施
体
制
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六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

2　

事
業
者
は
、
条
例
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
維
持
管
理
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に

そ
の
実
施
状
況
の
記
録
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
記
録
を
作
成
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
、
当

該
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

条
例
附
則
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
既
存
施
設

等
の
維
持
管
理
を
す
る
た
め
の
計
画
の
提
出
は
、
条
例
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
）

第
十
五
条
　
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
及
び
附
則
第

四
条
の
規
定
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
変
更
許
可
を
要
す
る
事
項
）

第
二
条
　
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
条
例
第
八
条
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま

で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

一　

既
存
施
設
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
行
う
変
更

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
環
境
の
保
全
上
又
は
災
害
の
発
生
の
防
止
上
著
し
い
影
響
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
変
更

（
既
存
施
設
の
標
識
の
記
載
事
項
等
）

第
三
条
　
条
例
附
則
第
五
条
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一　

事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

名
二　

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
場
所
及
び
事
業
区
域
の
面
積

三　

太
陽
光
発
電
施
設
の
出
力
及
び
太
陽
電
池
の
合
計
出
力

四　

太
陽
光
発
電
事
業
の
実
施
予
定
期
間

五　

太
陽
光
発
電
施
設
等
の
維
持
管
理
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

2　

事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
標
識
の
書
換
え
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
既
存
施
設
の
維
持
管
理
計
画
等
）

第
四
条
　
条
例
附
則
第
六
条
第
二
項
の
既
存
施
設
等
の
維
持
管
理
を
す
る
た
め
の
計
画
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

維
持
管
理
の
基
本
的
事
項

二　

維
持
管
理
の
実
施
体
制

三　

保
守
点
検
の
内
容

四　

太
陽
光
発
電
施
設
等
の
周
辺
に
お
い
て
土
砂
災
害
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
予
定

し
て
い
る
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
体
制

五　

土
砂
災
害
等
に
よ
り
太
陽
光
発
電
施
設
の
損
壊
が
発
生
し
、
又
は
周
辺
地
域
の
環
境
の
保
全
上

の
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
予
定
し
て
い
る
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
体
制



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

四

第１号様式（第３条関係） 
年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

申請者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

設置許可申請書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第８条の規定により、次の

とおり申請します。 

太陽光発電施設の設置場所  

事業区域の面積  平方メートル 

太陽光発電施設の出力 
 キロワット 

（太陽電池の合計出力 キロワット） 

太
陽
光
発
電
事
業
の
内
容
及
び
実
施
予
定

期
間 発電電力の用途 

売電（設備ＩＤ     ）・ 自家消費 

その他（ ） 

設置規制区域の種類 第１号・第２号・第３号・第４号・第５号 

設置工事着手予定年月日       年    月    日 

設置工事完了予定年月日       年    月    日 

運転開始予定年月日       年    月    日 

事業廃止予定年月日       年    月    日 

太陽光発電施設の設置計画  

印 

第１号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

五

太陽光発電施設の構造  

環境及び景観に及ぼす影響の評価等  

地域住民等への説明等の状況  

備考  

 

注１ 「太陽光発電施設の設置場所」の欄には、申請に係る太陽光発電施設の事業区域が所在する土地の地番を全て記載

すること。 

２ 「事業区域の面積」の欄は、小数点以下第１位まで記載すること。 

３ 「太陽光発電施設の出力」の欄は、小数点以下第１位まで記載すること。 

４ 「発電電力の用途」の欄は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八

号）第９条第１項の規定による申請手続中の場合は、その旨を記載すること。 

５ 「設置規制区域の種類」の欄は、条例第７条に掲げる各号の設置規制区域のうち、太陽光発電施設を設置する区域

に該当するもの全てに○を付すこと。 

６ 「環境及び景観に及ぼす影響の評価等」については、次の各号に掲げる場合に応じ、必要な書類を添付すること。 

（１） 第４条第１号に該当する場合 環境影響評価法（平成九年法律第八十一号）第２５条第３項の規定により送付

した補正後の評価書（補正を必要としない場合は、同法第２２条第１項の規定により送付した評価書）の写し 

（２） 第４条第２号に該当する場合 山梨県環境影響評価条例（平成十年山梨県条例第一号）第２６条第３項の規定

により送付した補正後の評価書及びこれを要約した書類（補正を必要としない場合は、同条例第２４条第３項の

規定により送付した評価書及びこれを要約した書類）の写し 

（３） 第４条第３号に該当する場合 山梨県環境影響評価条例第２条第１項に規定する環境影響評価の方法を基準

として、知事が定める方法により行った環境影響評価の書類 

７ 「地域住民等への説明等の状況」については、実施した全ての住民説明会の記録を添付すること。 

８ 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡

先を記載すること。 

 

（添付書類） 

・位置図、事業区域図及び配置図 

・造成計画の平面図及び縦横断図 

※土地の形質の変更を行う場合は、当該変更をしようとする箇所を明らかにすること。 

・擁壁を設置する場合は、擁壁の構造図 

・排水計画に係る平面図 

・太陽光発電施設の構造に関する図面 

・条例第７条各号に掲げる設置規制区域の種類に応じて知事が必要と認める図面及び資料 

・太陽光発電事業に係る資金計画書 

・申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 

・申請者が個人である場合には、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 

・現況写真 

・その他知事が必要と認める書類 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

六

第２号様式（第６条関係）第２号様式（第６条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

設置規制区域の変更に伴う届出書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１１条第５項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

太陽光発電施設の設置場所  

届出の原因となった設置規制区域

の変更の内容及びその年月日 
 

備考  

 

注 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡先

を記載すること。 

 

（添付書類） 

・位置図 

・その他知事が必要と認める書類 

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

七

第３号様式（第７条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

申請者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

設置変更許可申請書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１２条第１項の規定によ

り、次のとおり申請します。 

許可年月日及び許可番号  

太陽光発電施設の設置場所 
 

 

変
更
の
内
容 

変更前 

 

変更後 

 

変更の理由  

印 

第３号様式（第７条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

八

環境及び景観に及ぼす影響の評価等  

地域住民等への説明等の状況  

備考  

 

注１ 「許可年月日及び許可番号」の欄には、変更許可を受けようとする太陽光発電施設の設置許可年月日と許可番号を

記載すること。 

２ 「環境及び景観に及ぼす影響の評価等」については、次の各号に掲げる場合に応じ、必要な書類を添付すること。 

（１） 第４条第１号に該当する場合 環境影響評価法（平成九年法律第八十一号）第２５条第３項の規定により送付

した補正後の評価書（補正を必要としない場合は、同法第２２条第１項の規定により送付した評価書）の写し 

（２） 第４条第２号に該当する場合 山梨県環境影響評価条例（平成十年山梨県条例第一号）第２６条第３項の規定

により送付した補正後の評価書及びこれを要約した書類（補正を必要としない場合は、同条例第２４条第３項の

規定により送付した評価書及びこれを要約した書類）の写し 

（３） 第４条第３号に該当する場合 山梨県環境影響評価条例第２条第１項に規定する環境影響評価の方法を基準

として、知事が定める方法により行った環境影響評価の書類 

３ 「地域住民等への説明等の状況」については、実施した全ての住民説明会の記録を添付すること。 

４ 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡

先を記載すること。 

 

（添付書類）次の書類のうち変更があったものについて、その内容を明確にして作成すること。 

・位置図、事業区域図及び配置図 

・造成計画の平面図及び縦横断図 

※土地の形質の変更を行う場合は、当該変更をしようとする箇所を明らかにすること。 

・擁壁を設置する場合は、擁壁の構造図 

・排水計画に係る平面図 

・太陽光発電施設の構造に関する図面 

・条例第７条各号に掲げる設置規制区域の種類に応じて知事が必要と認める図面及び資料 

・現況写真 

・その他知事が必要と認める書類 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

九

第４号様式（第７条関係）第４号様式（第７条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

設置規制区域内施設の軽微な変更届出書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１２条第３項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

許可年月日及び許可番号  

太陽光発電施設の設置場所 
 

 

変
更
の
内
容 

変更前 

 

変更後 

 

変更の理由  

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

一
〇

備考  

 

注１ 「許可年月日及び許可番号」の欄には、変更の届出をする太陽光発電施設の設置許可年月日と許可番号を記載する

こと。設置許可を受けていない施設については、記載不要。 

２ 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡

先を記載すること。 

 

（添付書類）次の書類のうち変更があったものについて、その内容を明確にして作成すること。 

・位置図、事業区域図及び配置図 

・土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図及び縦横断図 

・擁壁を設置する場合は、擁壁の構造図 

・排水計画に係る平面図 

・太陽光発電施設の構造に関する図面 

・現況写真 

・その他知事が必要と認める書類 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

一
一

第５号様式（第８条関係）第５号様式（第８条関係） 
    年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

設置規制区域外施設の設置届出書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１４条第１項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

太陽光発電施設の設置場所  

事業区域の面積  平方メートル 

太陽光発電施設の出力 
 キロワット 

（太陽電池の合計出力 キロワット） 

太
陽
光
発
電
事
業
の
内
容
及
び
実

施
予
定
期
間 

発電電力の用途 
売電（設備ＩＤ     ）・ 自家消費 

その他（ ） 

設置工事着手予定年月日       年    月    日 

設置工事完了予定年月日       年    月    日 

運転開始予定年月日       年    月    日 

事業廃止予定年月日       年    月    日 

備考  

 

注１ 「太陽光発電施設の設置場所」の欄には、届出に係る太陽光発電施設の事業区域が所在する土地の地番を全て記載

すること。 

２ 「事業区域の面積」の欄は、小数点以下第１位まで記載すること。 

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

一
二

３ 「太陽光発電施設の出力」の欄は、小数点以下第１位まで記載すること。 

４ 「発電電力の用途」の欄は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八

号）第９条第１項の規定による申請手続中の場合は、その旨を記載すること。 

５ 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡

先を記載すること。 

 

（添付書類） 

・位置図、事業区域図及び配置図 

・現況写真 

・その他知事が必要と認める書類 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

一
三

第６号様式（第９条関係）第６号様式（第９条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

設置規制区域外施設の変更届出書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１５条第１項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

太陽光発電施設の設置場所 
 

 

変
更
の
内
容 

変更前 

 

変更後 

 

変更の理由  

備考  

 

注 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡先

を記載すること。 

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

一
四

 

（添付書類）次の書類のうち変更があったものについて、その内容を明確にして作成すること。 

・位置図、事業区域図及び配置図 

・現況写真 

・その他知事が必要と認める書類 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

一
五

第７号様式（第１０条関係）第７号様式（第１０条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

設置工事着手届出書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１６条の規定により、次

のとおり届け出ます。 

許可年月日及び許可番号  

太陽光発電施設の設置場所  

設置工事着手年月日       年    月    日 

設置工事完了予定年月日       年    月    日 

運転開始予定年月日       年    月    日 

施工業者 

氏名（法人にあっては、

名称） 
 

住所（法人にあっては、

主たる事務所の所在地） 
 

電話番号  

備考  

 

注１ 「許可年月日及び許可番号」の欄には、設置工事に着手する太陽光発電施設の設置許可年月日と許可番号を記載す

ること。 

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

一
六

２ 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡

先を記載すること。 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

一
七

第８号様式（第１０条関係）第８号様式（第１０条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

設置工事完了届出書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１６条の規定により、次

のとおり届け出ます。 

許可年月日及び許可番号  

太陽光発電施設の設置場所  

設置工事完了年月日       年    月    日 

運転開始（予定）年月日       年    月    日 

備考  

 

注１ 「許可年月日及び許可番号」の欄には、設置工事を完了した太陽光発電施設の設置許可年月日と許可番号を記載す

ること。 

２ 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡

先を記載すること。 

 

（添付書類） 

・配置図 

 ※現況写真の撮影箇所と撮影の方向を記載すること。 

・現況写真 

 ※事業区域、設置した太陽光発電施設及び標識の写真を添付すること。 

・その他知事が必要と認める書類 

 

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

一
八

第９号様式（第１２条、第１３条関係）第９号様式（第１２条、第１３条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

提出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

           電話番号 

                       

 

維持管理計画の提出書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１８条第４項の規定によ

り、次のとおり提出します。 

許可年月日及び許可番号  

太陽光発電施設の設置場所  

事業区域の面積  平方メートル 

太陽光発電施設の出力 
 キロワット 

（太陽電池の合計出力 キロワット） 

運転開始（予定）年月日       年    月    日 

第１２条第１項各号に掲げる事項  

備考  

 

注１ 「許可年月日及び許可番号」の欄には、維持管理計画に係る太陽光発電施設の設置許可年月日と許可番号を記載す

ること。設置許可を受けていない施設については、記載不要。 

２ 「事業区域の面積」の欄は、小数点以下第１位まで記入すること。 

３ 「太陽光発電施設の出力」の欄は、小数点以下第１位まで記入すること。 

４ 「備考」の欄には、維持管理計画書の提出の理由（新規、変更、地位の承継等）を記載すること。また、事業者に

電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡先を記載すること。 

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

一
九

 

（添付書類） 

・第１２条第１項各号に掲げる事項に関する資料 

・配置図 

・その他知事が必要と認める書類 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

二
〇

第１０号様式（第１２条関係）第１０号様式（第１２条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

報告者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

維持管理結果報告書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１８条第４項の規定によ

り、次のとおり報告します。 

許可年月日及び許可番号  

太陽光発電施設の設置場所 
 

 

維持管理の実施状況  

備考  

 

注１ 「許可年月日及び許可番号」の欄には、維持管理を行った太陽光発電施設の設置許可年月日と許可番号を記載する

こと。設置許可を受けていない施設については、記載不要。 

２ 「維持管理の実施状況」の欄は、維持管理計画に基づき記載すること。 

３ 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡

先を記載すること。 

 

（添付書類） 

・維持管理の結果がわかる書類 

・その他知事が必要と認める書類 

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

二
一

第１１号様式（第１２条関係）第１１号様式（第１２条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

報告者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

事故等報告書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１８条第６項の規定によ

り、次のとおり報告します。 

許可年月日及び許可番号  

太陽光発電施設の設置場所  

事故・災害発生日時 
      年    月    日 

      時    分 

事故・被災の原因・内容  

周辺地域の影響  

応急対応・復旧の状況  

復旧完了日 
      年    月    日 

   ☐完了済    ☐完了予定 

備考  

 

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

二
二

注１ 「許可年月日及び許可番号」の欄には、事故等報告をする太陽光発電施設の設置許可年月日と許可番号を記載する

こと。設置許可を受けていない施設については、記載不要。 

２ 「復旧完了日」の欄は、対応が完了している場合は「完了済」の項目の□にレ印を、現在対応中で完了見込みの場

合は「完了予定」の項目の□にレ印を付し、「完了予定」の項目の□にレ印を付したときは、完了済となったときに

その旨を報告すること。 

３ 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡

先を記載すること。 

 

（添付書類） 

・事故等の発生箇所と事業区域の位置関係が分かる図面 

・配置図 

 ※事故状況等の写真の撮影箇所と撮影の方向を記載すること。 

・事故状況等の写真 

 ※事故等の発生、応急対応、復旧等の状況が分かる写真を添付すること。 

・その他知事が必要と認める書類 

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

二
三

第１２号様式（第１３条関係）第１２号様式（第１３条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

設置規制区域内施設の地位の承継届出書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１９条第２項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

承継した太陽光発電施設

の設置場所 
 

許可年月日及び許可番号  

承
継
者 

氏名（法人にあっ

ては、名称） 
 

代表者氏名（法人

の場合に限る。） 
 

住所（法人にあっ

ては、主たる事務

所の所在地） 

 

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

二
四

被
承
継
者 

氏名（法人にあっ

ては、名称） 
 

代表者氏名（法人

の場合に限る。） 
 

住所（法人にあっ

ては、主たる事務

所の所在地） 

 

電話番号  

承
継
の
内
容 

承継年月日       年    月    日 

承継の理由 
 

 

備考  

 

注１ 「許可年月日及び許可番号」の欄には、地位を承継した太陽光発電施設の設置許可年月日と許可番号を記載するこ

と。設置許可を受けていない施設については、記載不要。 

２ 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡

先を記載すること。 

 

（添付書類） 

・承継の事実を証する書面 

・標識の写真 

 ※条例第１７条の規定により設置する標識について、承継後の内容に変更したことが分かる写

真を添付すること。 

・その他知事が必要と認める書類 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

二
五

第１３号様式（第１３条関係）第１３号様式（第１３条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

設置規制区域外施設の事業譲渡等届出書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第１９条第４項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

譲受等した太陽光発電施

設の設置場所 
 

譲
受
人

・
相
続
人

・
承
継
者 

氏名（法人にあっ

ては、名称） 

 

 

代表者氏名（法人

の場合に限る。） 

 

 

住所（法人にあっ

ては、主たる事務

所の所在地） 

 

 

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

二
六

譲
渡
人

・
被
相
続
人

・
被
承
継
者 

氏名（法人にあっ

ては、名称） 
 

代表者氏名（法人

の場合に限る。） 
 

住所（法人にあっ

ては、主たる事務

所の所在地） 

 

電話番号  

譲
渡

・
相
続

・
承
継
の
内
容 

譲渡・相続・承継

年月日 
      年    月    日 

譲渡・相続・承継

の理由 

 

 

備考  

 

注 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡先

を記載すること。 

 

（添付書類） 

・譲渡、相続又は承継の事実を証する書面 

・位置図 

・標識の写真 

 ※条例第１７条の規定により設置する標識について、譲渡、相続又は承継後の内容に変更した

ことが分かる写真を添付すること。 

・その他知事が必要と認める書類 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

二
七

第１４号様式（第１４条関係）第１４号様式（第１４条関係） 
  年  月  日 

 

 

山梨県知事   殿 

 

届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                       

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                       

 電話番号 

                       

 

廃止届出書 

 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第２０条第１項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

許可年月日及び許可番号  

太陽光発電施設の設置場所 
 

 

事業廃止年月日       年    月    日 

備考  

 

注１ 「許可年月日及び許可番号」の欄には、廃止する太陽光発電施設の設置許可年月日と許可番号を記載すること。設

置許可を受けていない施設については、記載不要。 

２ 「備考」の欄には、事業者に電話番号以外の連絡方法（ＦＡＸ、電子メールアドレス等）がある場合は、その連絡

先を記載すること。 

 

（添付書類） 

・位置図 

・その他知事が必要と認める書類 

 

印 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

二
八

第１５号様式（第１５条関係）第１５号様式（第１５条関係） 

（表） 

 

第     号 

 

 山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第２３条第２項の

規定による身分証明書 

 

  

写

真 

 

職名及び氏名 

 

 

生 年 月 日     年  月  日生 

発行年月日     年  月  日発行 

 

 

山梨県知事             印 

 

 

 

 

 

（裏） 

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例（抜粋） 

 

（立入検査） 

第２３条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者の事

務所、事業区域その他その事業を行う場所に立ち入り、太陽光発電施設、帳簿、書

類その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

 

（罰則） 

第２９条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。 

 一～三 略 

 四 第２３条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

 

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日

二
九

山
梨
県
規
則
第
三
十
八
号

山
梨
県
世
界
遺
産
富
士
山
の
保
全
に
係
る
景
観
配
慮
の
手
続
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　山

梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
世
界
遺
産
富
士
山
の
保
全
に
係
る
景
観
配
慮
の
手
続
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
世
界
遺
産
富
士
山
の
保
全
に
係
る
景
観
配
慮
の
手
続
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十

八
年
山
梨
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

対
象
事
業
に
係
る
行
為
が
、
山
梨
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す

る
条
例
（
令
和
三
年
山
梨
県
条
例
第
六
十
二
号
）
第
七
条
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
許
可
の
申

請
又
は
同
条
例
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
届
出

第
四
十
二
条
第
七
号
イ
中
「
第
二
十
条
第
九
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
を
「
第
二
十
条
第
九
項
第
一

号
に
規
定
す
る
認
定
利
用
拠
点
整
備
改
善
事
業
（
次
号
及
び
第
九
号
に
お
い
て
「
認
定
利
用
拠
点
整
備

改
善
事
業
」
と
い
う
。
）
と
し
て
行
う
行
為
又
は
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

八
号
中
「
自
然
公
園
法
第
二
十
一
条
第
八
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
を
「
認
定
利
用
拠
点
整
備
改
善
事

業
と
し
て
行
う
行
為
又
は
自
然
公
園
法
第
二
十
一
条
第
八
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同

条
第
九
号
イ
中
「
自
然
公
園
法
第
三
十
三
条
第
七
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
を
「
認
定
利
用
拠
点
整
備

改
善
事
業
と
し
て
行
う
行
為
又
は
自
然
公
園
法
第
三
十
三
条
第
七
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
自
然
公
園
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
三
条
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。
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